
■補助内容
介護施設等の多床室の個室化に要する改修費
事業継続が必要な介護施設等において、
感染が疑われる者が複数発生して多床室に
分離する場合に備え、感染が疑われる者同士
のスペースを空間的に分離するための個室化（※）
に要する改修費について補助
※可動の壁は可
※天井と壁の間に隙間が生じることは不可

■補助対象施設
入所系の介護施設・事業所
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、
軽費老人ホーム、養護老人ホーム、
介護医療院、有料老人ホーム、
認知症高齢者グループホーム、
老人短期入所施設、小規模多機能型居宅介護事業所、
看護小規模多機能型居宅介護事業所

■補助率 定額補助 ■補助上限額 １定員あたり116万円

多床室 多床室 多床室 個室

カーテン等で仕切られ
ているタイプ。

個人の領域は明示され
るが、他者の視線や音な
どのコントロールはできな
い。

個室的多床室タイプ。
壁は天井まで達している。

個室に準ずるタイプ。

２床室を天井まで達した
壁で仕切り、扉を設けて出
入りを可能にしている。

個室タイプ。

新型コロナ感染拡大防止対策支援（多床室の個室化）新型コロナ感染拡大防止対策支援（多床室の個室化）
介護施設等において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、多床室の個室化に要する改修に必要な費用を補助する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※補助上限額はR6年度の単価
 
※補助率2/3(R6)予定 
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